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        租 税 教 育 研 究 校 委 嘱 事 業 の 経 緯                                        

 

 

 私たち国民が、安全で豊かな生活を営むためには、国及び地方公共団体

の財政活動は欠くことのできないものであり、税は、その財政を支える重

要な役割を果たしています。  

 また、申告納税制度を採用している我が国では、国民一人一人が十分な

知識をもって租税を正しく理解し、地域共同体の一員としての責任と義務

を自覚することが必要です。  

 特に、将来の納税者として我が国を担う児童・生徒が、税についての関

心を深め、税の意義や役割を正しく認識することは極めて重要です。  

 そこで、教育関係機関、国税・地方税関係機関等が密接な連携の下、一

致協力して児童・生徒に対する租税教育を推進するため、平成３年１１月

に鹿児島県租税教育推進協議会を設立しました。  

 また、鹿児島県租税教育推進協議会は、平成６年度に、鹿児島県が実施

していました「租税教育研究校」の委嘱事業を引き継ぎ、当協議会の中心

事業として実施しています。  

 なお、こうした事業は、直ちにその効果が表れるものではありませんが、

関係各方面の熱意を踏まえまして、更なる租税教育の推進に努めていきた

いと考えています。



 

         租 税 教 育 研 究 校 の 委 嘱 要 領                                      

 

１  目的  

  鹿児島県租税教育推進協議会（以下「県租推協」という。）は、小・

 中学校の児童・生徒が、国や地方公共団体の行政活動に対する理解を深

 め、租税についての正しい知識を養うとともに、遵法精神を培うことに

 より、将来の良識ある地域住民となるため、租税教育の研究を委嘱する

 ものとする。  

 

 

２  租税教育研究校の委嘱  

 

 (1) 租税教育研究の委嘱校（以下「委嘱校」という。）の決定は、地区

  租税教育推進協議会（以下「地区租推協」という。）の推薦に基づき  

  鹿児島県教育委員会の承認を得て、県租推協が行うものとする。  

 

 (2) 委嘱期間は、原則として４月１日から翌々年の３月３１日までの２  

  年間とする。  

   なお、委嘱校に対する委嘱状（様式第１号）は、県租推協の総会終

了後に交付する。  

 

 (3) 地区租推協が委嘱校を推薦する場合は、２月中旬までに県租推協に  

  推薦書（様式第２号）を提出する。  

 

 

３  租税教育の研究内容等  

 

 (1) 委嘱校は、学校教育課程において、前記１の目的を達成するため、

各教科の中の関連する題材を捕らえ、あるいは教科以外の領域（特別

活動、道徳、総合的な学習）においても、租税の意義と役割、納税の

義務等、租税についての正しい知識を養うものとする。  

 



 (2) 委嘱校は、租税教育の実践体制を整備するとともに、組織的、計画  

  的な研究に努めるものとし、具体的には、次のようなことを行うもの  

  とする。  

  イ  租税教育指導計画の作成・実施  

  ロ  税に関する作品の応募  

  ハ  税に関する広報資料の授業での活用  

  ニ  租税教育研究授業の実施  

ホ  租税教室の開催  

  へ  担当教諭等の鹿児島県租税教育研究会への参加  

 

 (3) 委嘱校は、委嘱２年目の年に開催される、鹿児島県租税教育研究会  

  （以下「研究会」という。）において、租税教育の研究結果について  

  発表を行うものとする。  

 

 (4) 実施計画等については、県租推協作成のマニュアル（「租税教育研

究委嘱校租税教育実施計画（案）」を参考に、行事等を計画する。  

   また、委嘱校が、研究会で使用する研究発表資料等の作成について  

  は、委嘱校に過重な事務負担がかからないよう、地区租推協が支援す  

  るものとする。  

 

４  租税教育の研究に関する経費  

委嘱校に対し、予算の範囲内において、租税教育の研究のために学校

が必要とする消耗品等を県租推協事務局が購入する。  

  なお、消耗品等とは、租税教育に必要な作文用紙・画用紙・広用紙・

筆記用具等に限ることとし、例外的に、租税教育に必要と認められる範

囲において「税に関する書籍」を含むものとする。  

 

５  消耗品の購入・納品方法等  

⑴   委嘱校は、原則として委嘱期間のはじめに、「租税教育実践消耗

品購入希望調」（別記第３号様式）及び見積書を添付し、地区租推

協事務局に提出しなければならない。  

⑵  地区租推協事務局は、提出された前号の書類を精査して、県租推協

事務局に提出しなければならない。  

⑶  県租推協事務局は、「租税教育実践消耗品購入希望調」及び見積書



に基づき、委嘱校に対して希望する消耗品を支給する。  

 

６  その他  

  県租推協事務局長は、年度当初に関係機関とともに委嘱校に出向き、

 租税教育の目的、実施等に係る経費等について十分に説明を行うととも

 に、円滑な推進が図れるよう配意する。  

  また、地区租推協は、委嘱校の研究項目等について積極的に協力し、

 租税教育の研究が円滑に行われるよう配意する。
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様式第２号  

 

                     令和   年   月   日  

 

 

鹿児島県租税教育推進協議会  

   会 長              殿  

 

 

 

                 地区租税教育推進協議会  

                  会 長               印  

 

 

 

租税教育研究校の推薦書  

 

 

１  推 薦 校 名                      立      学校  

 

２  所 在 地                〒     ―      
 

                              
 

           ☎      ―     ―        

 

３  学 校 長 名                           

 

４  学級・児童（生徒）数         学級        人  

 

５  担  当  教  諭              



様式第３号  
 
 

租税教育実践消耗品購入希望調  
学校名          
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※見積書を添付してください。  

 


